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「感謝！感謝！」

　この約1年間を振り返りますと、飛騨法人会の
皆さまには「感謝！感謝！」の言葉しか思い当たりま
せん。
　第一に、租税教育に対する積極的な取り組み
に感謝です。ここ飛騨地区はもともと租税教育に
は相当な力を注いでいらっしゃる地域であり、平成
3年9月に設立された飛騨地区租税教育推進協議
会は、全国で最初にできました由緒ある会でもござ
います。そして、この協議会では、設立当初から
税務署や県・市が中心となり飛騨地区の小学校
等に対し租税教室を開催してまいりました。しかし
ながら、今から10年程前の平成18年度では、全
小中高校合計70校のうち租税教室を開催してい
ただいたのは56校であり、開催割合は80％でし
た。私たちとしては更なる飛躍を考えていたわけで
すが、知恵もマンパワーもありません。そんな時、
飛騨法人会の皆さまから、社会貢献事業の一環と
して租税教育事業の推進に取り組みましょうという
お声をいただきました。そして、平成20年度から
飛騨法人会の皆さまに実際に租税教室の講師を
担当していただいたわけでありますが、飛騨法人
会の皆さまの凄さはここから始まりました。当初は
飛騨法人会の担当件数は2校でありましたが、平
成26年度ではなんと17校をご担当いただいており、
すべての講師担当機関の中で最も多く実施してい
ただいております（税務署よりも多いです。ご尽力
に感謝します）。この背景には、平成22年12月に
閣議決定された「平成23年度税制改正大綱」の
中で、「租税教育の充実」と題して「租税教育は、
社会全体で取り組むべきものであり、健全な納税
者意識のより一層の向上に向け、今後とも官民が
協力して租税教育の更なる充実を目指す必要があ
る」との一節が明記されています。そして、全国
法人会連合会が中心となり、全国でこの租税教

育の推進が精力的に進められたものと認識してい
ます。このような全国的な動きの中にあって、飛騨
法人会の皆さまは真に全国をリードしてこられたと
言っても過言ではないと思っています。なぜかと申
しますと、飛騨地区の小中高校に対する租税教
室開催割合が、平成26年度とうとう100％を達成
することができました。つまり、小中高校全校で実
施できたということであります。これは凄い！ことです。
実は、私が着任した昨年夏の時には本年度の開
催予定は100％ではありませんでした。それを飛騨
法人会の皆さまのネットワークとご尽力により、見事
100％を達成することができたわけであります。詳
細なデータはありませんが、おそらく全国で100％
租税教室を開催している地区は飛騨地区だけで
ありまして、この地区の租税教育をリードしてくれて
いる飛騨法人会の皆さまは、私の認識では全国
で一番頑張っていただいている団体ではないかと
思っており、「感謝！感謝！」であります。そういう意味
でこれからもこの地域の租税教育リーダーとして邁
進していただくことを切に祈っております。
　第二の感謝ですが、「こころのひだ」という言葉
をご存知でしょうか。これは漢字で書くと「心の襞」
となります。意味を調べると、「幾重にも積み重なっ
た思い出のかけら」という素敵な表現になります。
私は、この言葉を「こころの飛騨」に掛け合わせ
て使わせていただこうと思っています。つまり、「幾
重にも積み重なった飛騨の思い出のかけら」となり
ます。この1年間、飛騨法人会の皆さまといろい
ろな行事でご一緒させていただき、たくさんの思
い出ができました。
　まず、強烈な印象として残っていますのは、女
性部会新春かくし芸大会ではなくて、新春税務研
修会であります。ところが、昼間の税務研修は全
く覚えていないほど晩さん会の印象が強く、あの

高山税務署長    包 原  智 幸
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スーパーレディーの皆さまのパワーには感服いたし
ました。毎年恒例のチャリティーバザーでは、私も
とても素敵なシャンパンをゲットでき、大変満足する
ことができました。この時の情景をもっともっと紙面
いっぱいに描きたいわけですが、これ以上描きます
と女性部の皆さまからクレームが届きますので残念
でありますがこの辺りにしておきます。とにかく女性
部の皆さまの温かくて、優しくて、熱心な会活動に
対し、「感謝！感謝！」であります。今後とも、今の勢
いで健康で輝き続けていただきたいと思っています。
　次に、勉強熱心な青年部の皆さまに「感謝！」で
あります。昨年秋、税を考える週間行事の一環と
して税務研修会を開いていただきました。その時、
ちょっとお時間を頂戴し私から話をさせていただきま
した。そしてその後の夕食会の中で皆さまと経営
に関するいろいろな議論をしました。皆さまの眼は
真に生き生きとしており、青年実業家として頑張っ
ていらっしゃるということがヒシヒシと伝わりました。
私は経営をやったことがなく、良いアドバイスなどで
きるわけがありませんが、税務経験の中で学んで
きたことをベースに皆さまと真摯に議論ができたと
思っています。青年部の皆さまは本当に熱心であ
り、異業種の皆さまと有意義な情報交換をされて
いるなあと感じました。これからも私どもにお声をか
けていただければいつでも税務研修会に出席し、
一緒に勉強させていただきたいと考えております。
そして、青年部の皆さま方にはいつか親会を背負っ
てたっていただくよう切に祈っております。
　最後に、私がこの飛騨高山で学んだことを書き
まして「感謝！感謝！」のまとめとさせていただきたい
と思います。
　この約1年間、飛騨でいろいろな経験をさせて
いただきました。
　夏に発生した豪雨の時、さらには12月に発生
した大雪の時には、地域行政の皆さまと情報共
有させていただき、署としても相談事務への対応
について的確に準備を進めました。
　地方とか国とかではなく、東北の災害を考えます
と自然の力の前では、本当に一致団結して災害
対応に取り組んでいかないといけないなということを
学びました。夏の豪雨、冬の大雪に対する復旧

作業に関して、地域に密着した飛騨法人会の皆さ
ま方がいたるところで活動をされたと伺っており、あ
らためて敬意を表する次第であります。署としてで
きることは少ないかもわかりませんが、これからも行
政にできることは何か、非常時にはどのような対応
が必要か等、しっかりした準備をしていかなければ
ならないと思っています。
　2つ目に、飛騨地区の歴史と文化の深さに触
れ、その「美しさ」に感動いたしました。
　それは、何と言いましても「高山祭」であります。
新春対談の時にも少しお話したのですが、私は
初めて高山祭というものを拝見させていただき、
各屋台の艶やかさと曳き廻しによる雄姿に、ただ
ただ感動を覚えました。また、宵祭では、昼とは
異なる幻想的な空間が目の前に広がり、時が経
つのを忘れて見入ってしまいました。実は私がもう
一つこのお祭りで感じたことがありまして、それは、
歴史と文化の「継承」という点です。獅子に扮し
た子供たちや屋台に乗って歌を歌っている小さな
子供たちが、楽しそうにしっかり役目を果たしてい
ました。私はこうして飛騨高山の文化が長い間受
け継がれてきたのだなあとあらためて感動し、こう
して飛騨高山の歴史を皆さまで作っているというこ
とを肌で学べた気がしています。
　結びに当たりまして、転勤が決まっているわけ
ではありませんが、年度の区切りとしてごあいさつ
させていただきます。
　貴法人会は公益社団化にもいち早く取り組ま
れ、今日ではあらゆる分野で社会貢献活動に邁
進されており、あらためて敬意を表する次第です。
そして今後将来に向けた更なるお願いですが、
この地域の中で公益社団法人飛騨法人会がさら
に一層リーダーシップを発揮されることこそ、この
地域経済の安定的な発展が生まれるのではない
かと思っております。
　是非とも、各会員企業様の経営が堅調に伸び
ていかれること、そして、公益法人としての活動
を一層充実したものにしていただくこと、そして、
何と言いましても皆さま方が健康で明るい毎日を送
られますことをご祈念申し上げ、まとめとさせてい
ただきます。
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（次ページにつづきます。）



（  7  ）

公益社団法人　飛驒法人会だより



（  8  ）

公益社団法人　飛驒法人会だより

■欠損金繰越控除の見直し（案）
　欠損金の繰越控除制度が課税ベースを大きく侵食している状況を改善するとともに、控除制限を
受けたくない企業には収益改善のインセンティブをもたらすよう、大法人の控除限度（現行：所得の
80％）を引き下げます。

国・地方を通じた法人実効税率

　27年度改正では、法人事業税（地方税）の所得割の税率（現行：大法人向け7.2％）の引下げと合
わせて、国・地方を通じた法人実効税率は、次のようになります。また、以後数年で、法人実効税率を
20％台まで引き下げることを目指します。

法人税率

法人事業税所得割（標準税率）

国・地方の法人実効税率

25.5％

7.2％

34.62％

23.9％

6.0％

32.11％
（▲2.51％）

23.9％

4.8％

31.33％
（▲3.29％）

現行 27年度 28年度

※27年４月１日以後に開始する事業年度において適用します。

　法人税率を、２５．５％から２３．９％に引き下げます。

（１） 法人税率の引下げ（案）

（2） 課税ベースの拡大等（案）

　「課税ベースを拡大しつつ税率を引き下げる」ことにより、より広く負担を分かち合い、「稼ぐ力」の
ある企業等の税負担を軽減することで、法人課税を成長志向型の構造に変えます。

成長志向に重点を置いた法人税改革

参 考

※所得割の税率には、地方法人特別税を含みます。

所得の全額

23年度改正法の施行前に再生手続開始の決定等
があった法人を対象とした経過措置

27年4月1日以後に
開始する事業年度 所得の65％

所得の50％29年4月1日以後に
開始する事業年度

控除限度
（大法人） 所得の80％

再建中の
法人の特例

繰越期間

新設
法人の特例

改正案現 行

所得の全額
（再生計画認可の決定等から７年後まで）
※再上場等の場合、以後の事業年度は対象外。
※23年度改正の経過措置については、統合して廃止。

所得の全額 （設立から７年後まで）
※上場等の場合、以後の事業年度は対象外。

10年に延長
※29年4月1日以後に開始する事業年度に生じた
　欠損金について適用。
※帳簿書類の保存期間等も10年に延長。

（再生計画認可の決定等から７年後まで）

９年

ー

法人課税

平成27年度
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■外形標準課税の拡大（案）

■負担変動に対する配慮措置（案）

■外形標準課税における賃上げへの配慮（案）

■受取配当等益金不算入制度の見直し（案）

　地方法人課税における応益課税を強化し、企業が「稼ぐ力」を高めるインセンティブともなるよう、
大法人向けの法人事業税のうち、外形標準課税を拡大します。
　これにあわせて、大法人の所得割の税率（現行：7.2％）を引き下げます。（再掲）

　一定規模以下の法人において、外形標準課税の拡大により負担増となる場合、負担変動に対
する配慮措置を講じます（27・28年度）。

　法人税の所得拡大促進税制の要件を満たす場合には、給与等支給額の増加分を付加価値割
の課税ベースから控除する制度を導入します。

支配目的の株式（＝持株比率が高い株式）への投資については、経営形態の選択等に税制が影
響を及ぼすことのないように100％益金不算入としつつ、持株比率の基準を引き上げます。
支配目的が乏しい株式等（＝持株比率が低い株式等）への投資は、他の投資機会との選択を歪め
ないように、益金不算入割合を引き下げます。

参 考 地方税における法人事業税の外形標準課税の拡大等（案）

※特定株式投資信託の分配金は、20％益金不算入。
0％益金不算入（全額益金算入）分配金の額の1/2又は1/4の

額について、50％益金不算入

益金不算入
割合

持株比率 持株比率

25％未満 50％ 5％以下 20％

25％以上 100％
5％超 1/3以下 50％

1/3超 100％

益金不算入割合 益金不算入割合

株式投資信託の
分配金

改正案現 行

（＊）27年4月1日以後に開始する事業年度において適用します。

所得割（7.2％） 1/4
外形標準課税現 行

27年度

28年度

付加価値割0.48％、資本割0.2％

付加価値割0.72％、資本割0.3％

付加価値割0.96％、資本割0.4％（＊）28年4月1日以後に開始する事業年度において適用します。

（＊）27年4月1日以後に開始する事業年度において適用します。

●

●

改
正
案

所得割（6.0％）

所得割（4.8％）

3/8
外形標準課税

1/2
外形標準課税
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■租税特別措置の見直し（案）

　控除限度額の総枠は「法人税額の30％」を維持しつつ、オープンイノベーションを推進する観点か
ら、共同研究・委託研究などの「特別試験研究費」については、控除限度を別枠化（5％）します。（限
度超過額の繰越制度は廃止します。）
　「特別試験研究費」の範囲を拡充するとともに、税額控除率を引き上げます。

　生産等設備投資促進税制を廃止するなどの見直しを行います。

研究開発税制（総額型）の見直し（案）

その他の租税特別措置の見直し（案）

■平成27・28年度において法人税の先行減税（案）を行い、経済の好循環の定着を力強く後押し

■所得拡大促進税制の要件緩和（案）

■法人事業税（外形標準課税）における賃上げへの配慮（案）（再掲）

（3） 賃上げへの配慮措置（案）

給与等
支給額

給与等
支給額

給与等
支給額

2%
増

2%
増

2%
増

2%
増

2%
増

2%
増

3%
増

3%
増

3%
増

5%
増

5%
増

5%
増

5%
増

㉔

㉔

㉕

㉕

㉖

㉖

㉗

㉗

㉘

㉘

㉙

㉙

4%
増

3%
増

3%
増

●

㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙

《 改 正 案 》

中小法人

《 現 行 》

○ 給与等支給額が基準年度（基本的に㉔）と比較して２％
以上（㉕・㉖）/ ３％以上（㉗）/ ５％以上（㉘・㉙）増加して
いる等の要件を満たす場合、増加分の１０％相当額を税
額控除。（法人税額の１０％（中小法人２０％）が上限。）

●

（＊）27年4月1日以後に開始する事業年度において適用します。

8～10％（中小法人12％）

法人税額の25％

①：30％、②～④等：20％

法人税額の5％（別枠）

※控除限度超過額の繰越控除は廃止。

改 正 案

法人税額の30％控除限度の総枠

税額控除率 8～10％（中小法人12％）

法人税額の30％（26年度末まで。原則20％）

以下の試験研究に要する費用

12％

一般試験研究費の控除限度の枠内

①国の試験研究機関等・大学との間の共同・委託研究
②民間企業との共同研究
③中小企業者への委託研究　等

※控除限度超過額は１年間繰越。
控除限度額

範　囲

税額控除率

控除限度額

一
般
試
験
研
究
費

法人税額の30％（26年度末まで。原則20％）

現 行

・③の委託先に「公益法人等、地方公共団体の機関・
 地方独立行政法人等」を追加
・「④中小企業者に支払う知的財産権の使用料」を
 追加

特
別
試
験
研
究
費
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■特別償却又は税額控除制度の創設（案）

■雇用促進税制の拡充（案）

　平成30年3月31日までに「計画」について認定を受けた法人が、その計画に沿って、認定の日から２年
以内に取得等をした建物等及び構築物で、一定の規模以上のものについて、次の措置を講じます。

　　「移転型」 ： 特別償却25％ or  税額控除７％（「計画」認定が29年4月1日以後は４％） 

　　「拡充型」 ： 特別償却15％ or  税額控除４％（「計画」認定が29年4月1日以後は２％）

　平成30年3月31日までに「計画」の認定を受けた法人が、雇用促進税制の要件（現行の要件ⅱを除く）
を満たす場合、認定以後３年間、次の雇用促進税制の特例を講じます。

※税額控除額の上限は当期の法人税額の20％

※税額控除額の上限は、現行の雇用促進税制と地方拠点強化税制（投資減税）とを合わせて、当期の法人税額の30％

●

●

「法人全体の前期比雇用増×40万円」の税額控除 移転型の「計画」である場合に
限り、当該地方拠点における計
画認定直前期の雇用者数に対
する雇用増×30万円

現行の雇用促進税制

当該地方拠点の前期比雇用増
（法人全体の前期比雇用増を
上限）×50万円（要件ⅱを満たさ
ない場合、20万円）

特例１ 特例2

要件 i： 法人全体の前期比雇用増が5人
　　　（中小2人）以上
　　ii： 法人全体の雇用者数が前期比
　　　 10％以上増　等

　地域再生法の改正により本社機能を東京圏から地方に移転したり、地方において拡充しようとする
法人が計画を作成し、地方公共団体がこれを認定する枠組みを前提として、次の措置を創設します。

地方拠点強化税制の創設

　福島復興再生特別措置法の改正を前提に、「避難解除区域等」への帰還を希望する事業者で、
事業再開に向けた計画を作成し、福島県知事の認定を受けたものについて、事業再開投資に要する
費用の支出に充てるための準備金制度を創設します。

復興支援
■福島再開投資等準備金制度の創設（案）

東京２３区 支援対象の区域（３大都市圏以外）

「移転型の計画」が認定された年度に、
　東京本社→ 地方拠点　【３０人異動】　　　新規採用　【地方拠点２０人】【その他地域５人】

その他の
地域

移転型の計画の認定

当該年度における特例の適用（イメージ）

地方拠点：前期比＋５０人

法人全体：前期比＋２５人

40万円 50万円

30万円
東京本社

新規雇用 5人 新規雇用 20人 地方
拠点

《 適 用 例 》

特例2

特例1

（現行の雇用
  促進税制）

（１０％以上雇用増要件を
   満たさない場合、２０万円）

（×最長３年）

30人新本社30人異動
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　広い公園で家族そろって1日楽しめる
　「飛騨川公園」

　高山市より国道41号線を南下していくと、萩
原町上呂の河川敷に大きく広がる公園が見えて来
ます。飛騨川河川敷に広がる自然公園「飛騨川公
園」です。
　「飛騨川公園」は河川敷の公園としては、下呂市
で最も広い公園です。市民の憩いの場として多く
の人々が利用しており、春から秋の季節、週末と
もなると、芝生広場で遊ぶ親子や若者たち、周り
のベンチや木陰でランチを楽しむ家族連れなどで
賑わっています。また真夏の暑い日には、小さな
子供たちが噴水や小川で水遊びに夢中になり遊ん
でいます。
　いよいよ新緑の季節となり、ゴールデンウィー
クを迎える公園の花壇には、赤・白・黄のチュー
リップが咲き、新緑の芝生で遊ぶには、最も良い
季節です。レンタサイクルや、グラウンド・ゴル
フ、テニスの用具貸出もありますので、軽く汗を
かくのも良いかもしれません。益田風と呼ばれる
河川敷を吹く風は、冬の季節には厳しいものです
が、この季節には、心地よい、緑の香りを運んで
くれます。

「新緑の季節！ 出かけましょう！」
NPO法人 萩原スポーツクラブ

市民の憩いの場　飛騨川公園市民の憩いの場　飛騨川公園

　スポーツ施設としての「飛騨川公園」

　こういった憩いの場とともに、スポーツ施設と
しても多くの利用者があります。多目的グラウン
ドはじめ、テニスコート、グラウンド・ゴルフ場
があり、さらに公園の周囲は1.3km程あり、絶好
の散歩、ウォーキングやランニングのコースで市
民のスポーツ活動や健康づくりの場として利用さ
れています。
　このグラウンド・ゴルフコースは、日本グラウ
ンド・ゴルフ協会認定コースとなっており、市民
はもちろんのこと県外からの利用者もあり、平成
26年度は、年間約8,000人の利用者がありました。
中には温泉を楽しみながらと、下呂市内に泊まっ
てプレーされる方もたくさんあります。
 

　「飛騨川公園」と「あさぎりスポーツ公園」

　さらに、飛騨川公園と飛騨川を挟んでの対岸に
はあさぎりスポーツ公園があります。平成21年
度に、この2つの公園を結ぶ歩道橋「スポーツ公
園橋」が完成し、この一帯が大きなスポーツコン
ベンション施設となりました。平成26年5月には、
全国グラウンド・ゴルフレディス交歓大会の開催
会場となるなど、全国規模の大会も開催できる場

グラウンド・ゴルフコースグラウンド・ゴルフコース
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所となりました。グラウンド・ゴルフ
の他にも、テニスコートが両公園合
わせて8コート、ソフトボールやサッ
カーの大会なども開催されており、ス
ポーツツーリズムの拠点施設として
も利用できるエリアとなっています。

　「飛騨川公園」と
　NPO法人 萩原スポーツクラブ

　最近よく「NPO法人」ということば
を聞かれるかと思いますが、この飛騨
川公園は、NPO法人萩原スポーツクラブが指定
管理者として管理・運営を行っています。日本で
は、NPO法人は学生の就職先の対象として見な
されていませんが、米国では、NPO法人も民間
企業と同様に就職先の一つとされています。定年
30歳と揶揄する人もいる日本のNPO法人は、確
かに、家族を持って働き続けるには不安のあるの
が現状となっています。今年になって政府から
LM法人という案が出てきました。高齢化と人口
減少が進む地方においては、NPO法人やLM法人
などの活動が益々必要となり、これらの法人も重
要な就職先となると考えられます。
　NPO法人の存在や、社会的な役割・価値を、
多くの人に認知してもらうことが、近々のNPO

法人の抱える大きな問題となっています。こう
いった問題を解決するために、萩原スポーツクラ
ブとしても、毎月1回の月例グラウンド・ゴルフ
大会の開催やこの4月には、「はぎわら桜まつりin
飛騨川公園」として、お花見コンサートをはじめ
様々なイベントも実施しました。
　このようなNPO法人の活動を通じ、みんなの
公園はみんなで維持管理することを掲げ、飛騨川
公園とあさぎりスポーツ公園に加え、周辺の飛騨
川一帯を整備していくことで、市民の憩いの場と
して、また、下呂市の交流拠点の一つとしたいと
思います。それにより、市民の健康づくりや地域
の活性化が図れることを期待しています。
　●ホームページ　http://ahpark.jp

あさぎりスポーツ公園 案内図あさぎりスポーツ公園 案内図
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代 表 者：代表取締役　杉山 和宏
所 在 地：本　　社：高山市冬頭町131－4
　　　　　金山営業所：下呂市金山町金山2769－1
　　　　　郡上営業所：郡上市白鳥町中津屋824
　　　　　各務原営業所：各務原市鵜沼大伊木町2－44
設　　立：昭和22年8月18日
従業員数：役員3名  正社員38名  パート1名
事業内容：電設資材卸売業

ききて　初めに会社の生い立ちについてお聞
かせください。
社　長　昭和22年に祖父を含む3名にて「高
山電気商会」を高山市本町にて創業しました。
今年で68年になります。
　その後、昭和30年に工事部門が分社独立、
昭和33年には、高山ナショナル製品販売株式
会社と改称し、その後、昭和44年に電設資材
卸部門として、現在の「高山電材株式会社」が
誕生いたしました。
　昭和45年に冬頭町へ社屋を新築移転し、
現在に至ります。
ききて　杉山さんで3代目ですね。いつ社長に
なられたのですか？

高山電材株式会社

事業所訪問

概　　　要

対　　　談

社　長　実は、祖父の後、一度、祖母が会
社を継ぎましたので、4代目となります。私は、
平成21年2月に社長に就任いたしましたので、
現在6年目です。
ききて　長期の会社運営においての転機に
は、どのようなことがあったのでしょうか？
社　長　先ほども触れましたが、工事部門の分
社独立、松下電器（ナショナル）販売会社となっ
たこと、電設資材からスタートし、通信機器や住
設機器など取扱品目が増えたことなどでしょう。
　会社の沿革を振り返ると、時代の流れの中で
お客様のニーズの変遷と共に会社も変化してき
たと感じでいます。また、高山市を拠点に益田
郡金山町（現・下呂市金山町）、郡上郡白鳥町
（現・郡上市白鳥町）、各務原市などへ営業
所を開設してきたことも各エリアのお客様に対応
してきた結果だと思います。
　特に、各務原営業所においては、私が社長
就任後に開設したこともあり、とても思い入れの
深い営業所です。
ききて　各務原営業所開設にあたっての思い
とは？
社　長　工事量が少なくなり、また、流通の発
達に伴って売り上げが下がってきていたところで
の売り上げ確保と、交通の便が良くなり、遠方
へ仕事に向かう企業や、遠方からの問い合わ
せ等もあり開設を決意しました。
　場所選びにおいては、「お客様のお役に立て
る場所」を基準で検討しました。弊社の販売商
品は、主に電気工事業者様に卸しています。
ですから、業者様の近くに弊社があること。こ社長　杉山 和宏 氏社長　杉山 和宏 氏

会社外観会社外観
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れが重要なポイントで、各務原を選択いたしまし
た。選んでみて気づいたのですが、同業他社
の少ないエリアであることがわかりました。つま
り、電設資材卸業者が少ない地域が、お客様
のお役に立てる地域で、そこは、ライバルの少
ない地域であり、営業的にも良い場所であった
ことはありがたい事でした。
　営業所開設に対する思いで申しますと、弊社
には、現在、金山町、郡上市、各務原市と3
つの営業所がありますが、これらの営業所展開
には、企業規模拡大のほかにリスク拡散の目的
もあります。電設資材の需要は、一般需要と
共に大型プロジェクトによる需要があります。例
えば、スキー場開設による需要（郡上営業所）、
中部縦貫道開設による需要（郡上営業所、高
山本社）、東海環状道開設による需要（各務原
営業所）など時期、場所によって変動する需要
があり、営業所間の連携が、リスク分散となり、
企業を強くしてくれていると考えています。
ききて　今後の展望について教えてください。
社　長　弊社は、卸し流通の会社です。工事
店、小売店様がお客様で、メーカーが仕入れ
先という中間に位置します。ですから、自社か
らの需要喚起が難しい業態であると感じていま
す。また、昨今のインターネットの普及や、流通
の発達も卸売業者にとっては逆風となりかねませ
ん。その中で、「電設資材を買うなら高山電材」
と思っていただくためには、何が必要か。私は、
高山電材の基本として「信頼」「スピード」「人
間力」の3つが鍵であると考えています。
　まず、「信頼」これは、あとの「スピード」「人
間力」のうえに成り立つことでもありますが、当
社の基本は【営業】であり、【営業】とは、＝【信
頼】を得る事、であると考えています。そのため、
営業以外の部署にあっても「営業」の気持ちで
臨んでいきたいと考えています。
　次に、「スピード」です。もちろん、商品、見積、
問い合わせへの迅速な対応という意味ですが、
これには、情報収集のスピードも含まれています。
　ユーザー様の多種多様なニーズにお応えする

ためにメーカー様、工事店様、小売店様も日夜
ご努力されています。その間にある我々卸売業
への要望は、どこよりも早く、的確にニーズを把
握し、誰よりも早く適切なご提案ができる様、つ
ねにアンテナを張り、早く正確な情報を収集する
ことと思います。
　また、近年は変化が激しく社内体制も変化し
ていかなければなりません。環境の変化、ニー
ズの変化・多様化にスピード感をもって対応する
会社でありたいと考えています。
　最後に「人間力」です。弊社は、お客様と、
また、メーカーと直接お話しする仕事です。そ
こには、商売を超えた人付き合いが生まれてき
ます。地元密着企業として、2、3代にわたる
繋がりもございます。相手の立場になって考え、
親身に応える事。これが大切と考えます。その
為には、何事も常に学ぶ姿勢を持つことが大事
だと考えています。
ききて　時代の流れを読み、企業として変化
することを恐れない姿勢に感銘を受けました。
　これからの高山電材株式会社様のご活躍を
楽しみにしております。
　本日は、お忙しい中、お時間をいただき、あ
りがとうございました。

（ききて、かきて　長瀬・高橋）

倉庫内には様々な資材が並ぶ倉庫内には様々な資材が並ぶ
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金山支部 ～ギフチョウの里～ ひだ金山清流マラソン 開催

高山支部 地域初！『泣きずもう 飛騨高山場所』が開催されます！

　3月8日（日）快晴のもと、下呂市などの主催により「第

39回～ギフチョウの里～ひだ金山清流マラソン」が開

催されました。当日は、下呂市内を中心に県内外から

約650名の市民ランナーや小中高校生などが参加。

金山町リバーサイドスタジアムを発着点に、清流馬瀬川

沿いに設けられたハーフ、5キロ、2キロの3コースで

健脚を競い爽やかな汗を流しました。毎年参加の常連

ランナーも多く、レースに先立って行われた開会式では、

今年は連続出場30回1名、20回2名、10回2名に市

長より表彰状が授与されました。

　このマラソンは、特に市外からの参加者に対して下呂市の魅力をPRする絶好の機会でもあります。

毎年参加のランナーがみえる一方で参加人数は減少傾向にあります。課題も多いですが、往時の盛況

を取り戻して大勢の市民ランナーに長く愛される大会にするために、今後様々な検討が必要と思われ

ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （矢島 記）

　来る6月14日（日）に『泣きずもう 飛騨高山場所』が飛騨護国神

社にて開催されます。

　飛騨のお守りとして人気のある『さるぼぼ』の衣装を着た赤ちゃ

んが、親御さんに抱かれて土俵に上がり、泣きだす早さや声の大

きさなどを競います。力士との写真撮影なども予定しています。

　赤ちゃんの泣き声には厄払いの意味もあると言われ、泣きずも

うは赤ちゃんの健やかな成長と地域の発展を願って行われる行事

として各地で行われています。しかし中部地方では定期的に開催

しているところはこれまでありませんでした。この泣きずもうを地

域のイベントとして定着させることにより、さらに多くの方々に飛

騨高山へ来ていただけるようになることを望んでいます。

　当日、会場ではバザーなども行われますので、ご家族おそろい

でご来場ください。

　●ホームページ…http://nakizumou.hida-ch.com/

　　（出場される赤ちゃんの新規申込み受付は終了しています。）  　　　　　　　　　　　　 （住 記）
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神岡支部 北陸新幹線開業記念！！ 「飛越弁当」の販売開始

上宝支部 地熱発電勉強会や小水力発電調査！ 

　北陸新幹線開業に合わせ、駅弁「飛越弁当 神通峡」の販売

が開始されました。同駅弁は飛越交流の一環として、神岡

商工会議所と有名駅弁「ますのすし」製造元の源（富山市）が

発想から完成までにおよそ1年を費やし、共同で開発してき

たものです。

　弁当には神岡、富山両地区の特産品が使用されています。

神岡からは飛騨の伝統的郷土料理である「朴葉みそ」。この

「朴葉みそ」には、船津醤油㈱の味噌や㈾古田豆腐店の「こも

とうふ」など地元、神岡の厳選食材が使用されています。更

に富山からは富山

湾の朝獲れ紅ズワイガニ、ますのすし源の「ます寿司」「ブリ寿

司」と、海の幸・山の幸を同時に一つの弁当で味わうことがで

きる、大変贅沢な逸品に仕上がりました。

　食材選びから調理に至るまでのすべての工程に、㈱源の職

人のこだわりが凝縮された駅弁、「飛越弁当 神通峡」は新幹線

富山駅・新高岡駅・源ますのすしミュージアムで1個1,400円

（税込）で好評販売中です。富山へお出かけの際はぜひ一度ご

賞味ください。 　　　　　　　　　　　　　　　（追分 記）　

　東京電力の福島原発事故をうけて、再生可

能エネルギーへのシフトが求められる中、奥

飛騨温泉郷では、源泉所有者協同組合の主催

による３回の勉強会が実施されました。

　今年度最後の会では、信州大学原山智教授

による『飛騨山脈の成り立ちとジオパークとし

ての魅力』と題した講演に引き続き、日本地熱

協会運営委員長の安達正畝氏による『奥飛騨温

泉集中管理と地熱発電および、観光・健康・

食の特色を活かす地域活性化の提案』が総括と

してなされました。また、これとは別に再生エネルギー分野でのベンチャー企業㈱洸陽電気による水力

開発調査の提案もなされています。奥飛騨温泉郷地内に10か所程度の小水力発電候補地があり、その

総出力は4,000キロワットと一般家庭の1,000軒に相当するというものです。

　原発の廃炉が発表されだした最近！再生可能エネルギーへの強力な取り組みが喫緊の課題です！　

（中田 記）　
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　第35回岐阜県下法人会運営研
究会が、名古屋国税局課税第二
部長　栗原克文氏、法人課税課
長　中川政晴氏をはじめ多数の
来賓を迎え、会員を含め 150名
で開催された。（飛騨法人会から
は 8名が出席）

　研究発表は 3単位会、それぞれ
の単位会の現状、今後の方向性な

県下法人会運営研究会
平成27年2月4日　於 岐阜グランドホテル

どについて研究、発表があった。

　•一般社団法人　大垣法人会 「会員増強活動と組織（支部活動）の充実」
　•一般社団法人　中濃法人会 「公益事業について考える」
　•一般社団法人　中津川法人会 「一般社団法人認可後の
   　　　　中津川法人会の進むべき方向性を考える」

　研究発表後には、来賓の名古屋国税局課税第二部長　栗原克文氏による「経済・社会
の変化と税」を演題とした講演会、参加者全員による懇談会を行い成功裏に幕を閉じた。

研究発表の様子研究発表の様子 栗原 克文 氏の講演栗原 克文 氏の講演
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公益社団法人　飛驒法人会だより

　第69回大会が岐阜県連の主管で開催された。

　来　賓 名古屋国税局長　村中 健一 氏
 岐阜県総務部長　高木 敏彦 氏 
 はじめ24名
　会　員 東海4県から347名が参加

　国歌斉唱に続き、主催者、来賓の挨拶後、
「より徹底した行・財政改革の断行を求める
とともに、希望の持てる日本の将来に向け

東海法人会連合会大会
平成27年3月6日　於  岐阜グランドホテル

て、税制を中心にした政策を厳しくチェックし、時にはタイムリーにバックアップしな
がら、活力ある社会を築いていくための活動を続けていかなければならない。」との大会
宣言が行われた。活動研究発表は 3法人会。

　•一般社団法人　半田法人会 「幅広く、地域に密着した法人会活動」
 ～知多半島5市5町にわたる唯一の団体として～

　•公益社団法人　豊田法人会 「魅力ある豊田法人会を目指して」
 ～地域に密着した社会貢献活動
    　　　　　そして特色ある税務研修会～

　•公益社団法人　鈴鹿法人会 「開かれた鈴鹿法人会をめざして！」
 ～租税教室を通じて未来の子供たちへ～

会場の様子会場の様子 活動発表会活動発表会
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　記念講演　「リーダーはいかにあるべきか」～ユタカな国・美しき心をつなぐために～　
　講　　師　橋本 五郎 氏（読売新聞特別編集委員）

　今回の秋田大会には高山支部・神岡支部・上宝支部から 9名の青年部会員の参加があり、
全国の租税教室の状況等を見て刺激を受け帰ってきました。また（一社）中津川法人会は租
税教育の発表で優秀賞を受賞しました。

　平成26年度は、法人会全支部の青年部会、女性部会で小学校12校18クラス、中学校5
校7クラス合計688名の児童、生徒に、租税教室を行いました。
　講師は 23名。
　今年は中学校が 5校になり受験を控えた 3年生への授業には、緊張感がありました。
　授業の最後の時間の質問コーナーも大変高度な質問が来て、講師もタジタジになる一面
も…来年度は税金以外の社会情勢についてもしっかりと学んでいかなくては…そんなこと
を思った中学生の租税教室でした。

平成27年度開催校
飛騨市立古川西小学校 58名（ 古 川 支 部 ） 下呂市立馬瀬小学校 7名（ 萩 原 支 部 ）
下呂市立宮田小学校 10名（ 萩 原 支 部 ） 下呂市立馬瀬中学校 14名（ 萩 原 支 部 ）
高山市立久々野小学校 32名（高山南支部） 下呂市立小坂小学校 22名（ 小 坂 支 部 ）
高山市立江名子小学校 38名（ 高 山 支 部 ） 高山市立本郷小学校 17名（ 上 宝 支 部 ）
下呂市立金山小学校 14名（ 金 山 支 部 ） 高 山 市 北 小 学 校 134名（高山支部・女性部会）
下 呂市立尾崎小学校 17名（ 小 坂 支 部 ） 飛騨市立神岡小学校 52名（ 神 岡 支 部 ）
下呂市立下呂小学校 62名（ 下 呂 支 部 ） 飛騨市立神岡中学校 78名（ 神 岡 支 部 ）
高山市立北稜中学校 24名（ 上 宝 支 部 ） 高山市立中山中学校 39名（ 高 山 支 部 ）
高山市立松倉中学校 70名（ 高 山 支 部 ）

青年部会・女性部会だより

中山中学校　古里講師中山中学校　古里講師 北陵中学校　和仁講師北陵中学校　和仁講師

第28回 法人会全国青年の集い「秋田大会」
平成26年11月21日㈮　於 秋田県民会館

租税教室特集
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　全法連主催「税に関する絵はがきコンクール」の作品も租税教室の開催と同時に募集し 10校
から 281枚の応募がありました。
　優秀賞の作品は以下の方々です。

学　　校　　名 氏　　名

女性部会長賞（県へ進達） 高山市立久々野小学校 松
マツ

森
モリ

　 美
ミ

聖
サト

高 山 税 務 署 長 賞 高 山 市 立 本 郷 小 学 校 有
アリ

坂
サカ

　 卓
タク

飛 騨 法 人 会 長 賞 高 山 市 立 本 郷 小 学 校 沖
オキ

野
ノ

　 夏
カ

菜
ナ

副 部 会 長 賞 高 山 市 江 名 子 小 学 校 中
ナカ

田
ダ

　 美
ミ

羽
ウ

優 秀 賞

高 山 市 立 北 小 学 校 辻 垣 内 　 柚 乃

下 呂 市 立 馬 瀬 小 学 校 二 村 　 俊 輔

下 呂 市 立 宮 田 小 学 校 今 井 　 ま ゆ

下 呂 市 立 小 坂 小 学 校 藤 村 　 陸

下 呂 市 立 尾 崎 小 学 校 細 江 　 梨 花

下 呂 市 立 下 呂 小 学 校 早 川 　 彩 乃

飛 騨 市 立 神 岡 小 学 校 谷 村 　 芽 依

学　校　名 応募点数

高山市立久々野小学校 30

高山市立江名子小学校 36

高 山 市 立 本 郷 小 学 校 14

高 山 市 立 北 小 学 校 57

下 呂 市 立 馬 瀬 小 学 校 7

下 呂 市 立 宮 田 小 学 校 10

下 呂 市 立 小 坂 小 学 校 22

下 呂 市 立 尾 崎 小 学 校 15

下 呂 市 立 下 呂 小 学 校 58

飛 騨 市 立 神 岡 小 学 校 32

10　校 281

優秀賞の審査優秀賞の審査

作品の数々作品の数々
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公益社団法人　飛驒法人会だより

　このコーナーは、読者の皆さんのコーナーです。
　税金への色々な主張・ご意見・アイディア・気の利いた
写真等を広く会員のみな様より投稿していただきたく、多くの
投稿をお待ちしています。
　投稿は（公社）飛驒法人会まで、FAX・Eメールにてお願い
します。

F A X  0577-33-1093
E-mail  hidahojn@siren.ocn.ne.jp

　　　消費税について
 　　　　　　高山市　40代　男性
　消費税（付加価値税と言っているところもあります）は、フランスで1954年に初めて導入され、日本
では1989年からスタートしました。今では世界140以上の国・地域で採用されています。
　日本の税率は8％ですが、これは世界各国の中で最も低い税率です。お隣りの韓国は10％、イギリス
は20％、福祉が充実しているスウェーデンでは25％となっています。
　消費税は、国民に広く公平に税の負担を求めるものです。一部の世代に負担が偏らず、景気変動の影
響も受けにくいため、安定して税収を確保することができます。
　少子高齢化が進む今、より豊かでくらしやすい社会を実現するためにも、税金のあり方について一人
ひとりが考えて行かなければなりません。
　消費税が上がると、消費需要が低迷するといいますが、必要な物はどうしても購入しなくてはなりま
せん。消費税が上がるにつれ、お客様にとっては「内税表示」が喜ばれるのか、はたまた「外税表示」の方
が喜ばれるのかと熟慮します。お客様にご意見をお聞きしますと、当然の如く「内税表示」の方が多く、
なおかつ値上げはしないという結果となりました。
　販売店側からすると、外税のほうがいいような気がするんですが、販売店によっても区々ですね。
　これがまた、低減税率などが導入されますと、消費者にとっては良い点もありますが、店側としては
複雑な気持ちですね。

　　　納税は老後のための生活保険
 　　　　　　飛騨市　50代
　奈良時代から平安時代にかけて、2万人から8万人の飛騨人が（諸説ありますが）納税の代わりに都の
建設に携わったといわれています。その技が、飛騨の匠として受けつがれ、現在の飛騨の大工さんに引
き継がれています。
　現在の私たちは幸いに納税の代わりに労役として働くことはありませんが、国民である以上納税をす
る責務があります。現在私は年金受給の身ではありますが、健康に恵まれ、酒とたばこが無二の友であ
り、たばこ税も酒税も納めさせていただけることに感謝しています。
　若い時から法人会活動をさせていただいたおかげで、税の大切さ、税金の重要性を感じさせていただ
いていますし、昔から“げげの国”と言われた飛騨にあって、労役ではなく（納税額は少ないですが）納税
という形で国や地域のために多少なりとも貢献できることに感謝しています。

読者の窓
（32）
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公益社団法人　飛驒法人会だより

　第3回定時総会の日程が決定いたしまし
た。後日おはがきにて改めてご案内いたし
ますが、たくさんの方のご参加をお待ちし
ております。
　なお、議事の計算書類の提供はホーム
ページを通じて提供します。

第3回 （公社）飛騨法人会定時総会

　と　き 平成27年6月8日（月）
 午後4時から

　ところ 高山グリーンホテル 昨年の総会の様子昨年の総会の様子

■新入社員の姿が
まばゆいこの頃
です。雪も解け
春爛漫となりま

したが、今年の大雪による
多大な倒木の伐採や屋根の
補修など厳しい現実が待っ
ています。

■法人税率の引下げ（案）の記
事があります。税務署から
のお知らせ欄のご一読を…。
■税務署長 包原智幸さんの、
「感謝！感謝！」に小中高校
に対する租税教室開催割合が平成26年度100％を達成することができたとあります。今後も続
けていくべきでしょう。包原さんには今後ともご支援・ご鞭撻をお願いします。
■女性部会による、今年の全法連主催「税に関する絵はがきコンクール」は、10校から281枚の応
募があり、優秀賞は11枚でした。
■6月14日に「泣きずもう飛騨高山場所」が開催されます。また、新緑の「飛騨川公園」にも家族そ
ろって行ってみたいものです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（M.N）

4,800万円超

400万円超4,800万円以下

48万円超400万円以下

48万円以下

年12回（確定申告 1回、中間申告11回）

年 4回（確定申告 1回、中間申告 3回）

年 2回（確定申告 1回、中間申告 1回）

年 1回（確定申告 1回）

申告・納付回数直前の課税期間の確定消費税額（※2）

●消費税は消費者からの預かり金的な性格を有する税です。
●基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者は、消費税の確定申告が必要です。

●期限を過ぎると延滞税がかかります。
●確定申告・納付のほか、直前の課税期間の確定消費税額（※2）に応じて中間申告・
納付が必要となります。

※1　法人は課税期間終了の
日の翌日から2ヵ月以
内、個人事業者は翌年
の3月31日までに消費
税の申告と納付を行う
必要があります。

※2　地方消費税を含まない
年税額をいいます。

消費税には
申告・納付期限（※1）が

あります。

申告・納付には
e-Taxが

利用できます。

個人事業者の方は
振替納税も
利用できます。

消費税期限内納付
推進運動実施中！

消費税の期限内納付を忘れずに。

法人会

平成27年4月　公益社団法人  飛驒法人会  広報委員会
鍋 島 道 雄　　矢 島 俊 彦　　説 田 三 郎　　青 木 秀 幸　　新 井 　 雅　　松 下 松 寿
村 坂 壽 紀　　追 分 英 輔　　中 田 昭 彦　　住 　 宏 夫　　高 橋 厚 生　　長瀬栄二郎
北 村 教 子　　山 下 和 子　　松井多美子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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